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な
い
。

It

右
の

如
き
決

W

が
委
員
會
で
成
立
し

/
a

の
は
、要
す

る
 

に
多

«

英
國
人

0

«

裡
に
今

.
日
你
ほ
租
稅
の

''

公
平
ょ

^v

も
、簡

m

と

云

，
ふ

こ

と

が®

耍
0

.條

仲 

で
あ
る
*否
粗
桃
を
簡
軍
に

す
る

の

で、
公
平
^ '

云
，；ふ

條

件

.
も

追

隨し
來

る

も
の
で
あ
る

S

す

る
 

信
念
が
跪
在
レ
て
居
る
結
，果
：で
あ
る
と
見
ら
れ
る

.
の
で
办
る
。

广

」

.
，;

税
率
粱
進
問
題

' 

ぐ

-'
:
'
:

英
S

利
の
所
得
税
法
セ
は
、

■

來「

成
る
可
く
银
進
稅
法

.の
適
用
金

㈣

避
し
、比
例
稅
虫
義
を
一 

質
す
る
趣
が
特
に
著
し
ノ
炉
っ
：た
。
へ現に

.

.，千
八
百
吗
十

1

1
年

か

ら

.千
 

<

 

百
五
：
十
S

年
に
率
る
十 

:
1
4年
間
所
得
视
は
绝

_

.
點
以
上
の
所
得
に

.
«:

し
、縳
て
一
率
で

*

M

さ
れ
れ
こ
：ど

.
が
あ
b

、其
後 

小
.

額

の

.：所

得

に

對

して
、課
.
稞
の
負
擔
を
輕
く
す
令
場
合

^

於
七
：

く
す
る
^
法
を

何 

.に

求
め
た
か

.
ビ

1
.
K

へ
ば
税
率
其

.
も
.
'の
を
.
上
：下

.

す
る
.の
で

な
く
.、所
得
，
0

.
1

街
&
除
を
許
し
て
納 

付
.

さ
れ
：可
き
桃
額
を
減
ず
る
.こ
ビ

V
J

し
た
。

此
一

部
.控
除
に
依
つ

で
、一
種
の
粱
進
稅
法
を
實

現
す
.

令
方
法
は
今
日
に
於
て
も
税
法
の
，一
部
ビ
爲
つ
.て
居
る

.0
現
行
の
規
定
は
犮
の
如
き
も

.

.

.

.
;
. 

:

.

.
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四
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四
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英
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所
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マ
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，
新

研

究 

第

四

號

控

除

額

'

1

ニ
〇

磅

. 

1
〇

〇

. 

,

七

0

‘
• 

'
.
.
.

斯
く
英
國
で

0
0
0

法
の
：實
施 

の
：で
あ
る
。
現

‘

に
千
八
；
西
.六
十 

ド

の

如̂

は
、累

燦

所

：得
税
を
以

た ら

し
め
た

パ
ツ
パ

に
躊
_
し
た
の

は
、
耍
ず
る
に
舊
來
の
僻
見
の

然 

:
1

1
年
0

,
所
#
:
:稅
.調
查
委
員
會
の
委
員
長
.で
あ
つ

:

.

.

.
 

つ
て

*

.
.#

主
«

の
誤
謬
に
陷

.る
も
の
で
あ

.
る
と
贬
し
：去
り
、

>

チ
.ト
、ユ
ス
、ミ
ル
も
亦
右
の
：委
員
會
に
，與
：へ
た
證
言
の
內
に
於
て
爾
進
所
得
稅
の
理
論
に
は
、
 

殆
：ど
疋
義
の
認
め
ら
れ
可

&

も
の
は
な
ぐ
、寧
ろ
全
然
不
公

IF
.

な
課
稅
法
で
あ

0

T
•、梁
進
的
盗 

賊
に
外
ぶ
ら
な
い

」

こ
ビ
を
，切
嘗
し
た
。
隨
つ
て
千
八
西

.六
十
三
年
以
來
.所
得
に
對
す
る
一
部 

0
 

.

の
制
度
が

®

め
ら
れ
。控
除
額
が
相
次

s

で
堪
加
す
る
こ

ビ

ビ

爲

る

や

、世

問

に̂-
之

を

以 

つ
て
無
意
識
の
問
に

1

進
税
：法
，の
基
礎
を

.®

く
も
の
で
あ
る

.
と
‘し
て
、反
對
を
試
み
、叉
前
記
ハ 

ニ
ー
ド
氏
は

「

租
.疏
は
祉
會

.
全
體
の
利
益
の
爲
め
に
課
せ

6

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、鞭
一
の 

比
例
で
务
人
に
課
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

」

ビ
云
ふ
祖
桃

.分
配
に
關
す
る
勸
努
實
费
說

.̂類 

す
る
が
如
き
意
見
を
述
べ
た
。；
然

等

の

意

見

た

る

、後
に
グ
ラ
ッ
ド
ス

-ト

ー

ン
氏
自
身
が

m

'、へ””.ぐ.--f  .'r \i >；；■•

自
白
し
た
如
く
、古
：笋
且

：
0

道

：
理

，
な

：
き

反

.對

：
論
で
あ
つ
て
、租
耽
に

•
關
す
る

近
代
學
說

に
對
钪

し 

•
:
得ら

：
れ
.：
.
可

き
も
の

„

ぃ

。
.
英
吉
利
の
實

m

家

で

、
最
i

 

H十
く

所
得
税
法
に

.
紫
進
税
主
義
を
逾
，
 

河
し
な
け
れ
ば

な
ら

g

'

t

ビ
を
認

.

.め
た
の
は
、サ

1

、ク
キ
リ
ャ

:.

れ 

つ
て
、
千
八 

苗
九
十

^

祖
桃

の
㈣

課
さ
.れ
る

_
は
: ^

:

額
の
所
得
に
：對

し
て

V

之

を
輕
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 

是
れ

が
財
政
の
蝕

^

,
な
る
原
則
で

.

あ
；る」

ど
®
言

し
た

が
、千
八
西
九
十
四
年
大
藏
大

K

の
職

に 

就
ぐ
ゃ
％

に
控
除
の
规
定
を

«

職
し
た
、唯
ハ
丨

.

コ
1

卜
氏
は
餘
り
に
廣
く
控
除
親
宠
を
適
用 

.

.し
,た

な

ら

ば
、結
局

源
：泉

課
，
顿
法
を
棄

V

て
、綜
合
所
得
に
對
す
る
個
人

の
報
、吿
を
.徵
さ

な
け
れ 

ば
な
ら

」

？

せ

w

爲
る
の
を

.
恐
：̂

た
、詰

6

累
進
主
義
の
適
用

を
以

つ
て
ft

政
上
の
見
地
か
ら
、
 

丨へ實：行
し
得
ら
れ
な
い
も

.
の
ビ

#

:
へ
/2
^

.

. 

,, '
,

0

し
.な
が
ら
所

#

税
法
に

#

、て
，累
進
税
法
を
適
用
す
る
に
は
*
々

0

方
法
が

.あ
‘つ
て

、
^

ず 

し
も

T

を
以
つ
て
之
を

#

す
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

私
は

]&

機
#

に
‘
於
て
、委
員
會
の
調
查 

'

を
基
礎
ビ
し
て
、粱
進
稅
の
適
用
法
を
示
さ
ぅ
？
思
ふ

.0

-

)

所
得
稅
は
控
除
法
ぃ
に
依

っ

て
、
紫

進
.
，

爲

る

.。

.
例

へ

ば
®

人
に
對
し
て
_
す
可
き
税 

金
を
箅
出
す
る
，場
合

R

、
;w

磅
を
所
得

額

X

P

0

除
し
、駿
額
に
對
し
て
、一
馨
の
課
稅
を
加
へ

.
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ニ四 

る
ビ
ザ
る
此

a

合
に

15
|

磅
又

;̂

典
以
下
の

.
所
得
に

.對
し
て
技
、全
く

®

稅
3

れ
な
い
。

1-
1
 

五
十

#

の
所
得
を
有
す
る
漭
仁
は

3£

十
破
に
對
し
て
課
税

^

れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、此
納 

税
考
は
本
税
率
の
三
分
の
一
の
率
を
以
て
、課
.稅
さ
れ

た

と
同
じ
で
あ
ぅ
、所
得
ニ
西
磅
の

.
者 

には、間一の理由で、本稅
率
の
ニ
分
の

一

の
率
つ
て
、課税

3

れ
た
こ
、そ
ヒ
爲
：る
？

試

T

T

W破
を
控
除
し
た
場
合

に
、「

割
の
稅
率
が
如
何
に
變
化
し
て
、累 

至
る
.
も
0

で
あ
へ
る
か

"
左
の
一
表
に
依
•つ
て
、自
ら
明
瞭
ビ
爲
る
で
ぁ

T

勰
て
の
所

#

に
»

し 

進
税
の
實
を
舉
げ
る
に

'
所

得

額

：

.

:
 

一
 

i 

0磙

;: 

一
五
〇

.

ニ
〇
〇
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:

五
〇
〇 

1
、
〇
〇
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■
五
、C
Q
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.
•ニ
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〇
o

(

b

M

ニ
の
累
進
稅
法
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m

."V

rr

0 
額 

.
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.
1〇磅 

五
〇：，

-
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'
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率
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九

、
三
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,

'
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玉
 

•

*

八 0九'

' 

•九
八
:

>

九
九
2£
:

«

接
の
も
の
.で
あ
つ
て
、̂
へ
ば
五
西
磅

を

境
界

i

し
、其
以
下
の
所
得

.
に
.
は
一
磅
に
付
き
一
一
志
の

0

合
で
'、興

以

上

の

所

得

に

は

、
一
一
志

m

，卜'

I
1I

I

b

も
高
.い

割
合
で

課
稅

す
る
.
乙
.
ビ
ぐ
しし

た

な

：
ら

：
ば

、

最

も
簡
單

に
税
_

M

進
の
目
的
を

達
す

.

.

.
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.
••
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*

る
の
で
あ
る
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C)

.次
の
方
法
は
桃
率
は
之
を

1

定
の
も
の
：ヒ

し

.̂
@

き
.
な
が
ら
，之
を
所
得
に
適
用
す
る

，場
合

R

'
所
得
の

II

額
に
就
ズ
、課
税
し
な
い

.で
、各
種
金
；額
の
所
得

®

或
る
部
分
に
課
稅
す
る
：

,

• 

:
|
, 

♦ 

- 

. 

.

.

.

.

.
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.

こ
ビ
本
し
、小
：額
の
所
得
は
於
け
る
ょ
ぅ
も
、大
额

.

の
'

所
得
に
於

X

課
税
す
る
部
分
を
多
く
す

る
の
で
め
る

。

. 

.

.ノ
一
：
：ぃ

：

.

.

d)

最
後
の
方
法
は
成
：る
金
額
を
'.超過
す
る

.
所
得
に
對
し
て
、增
加
率
即
ち
超
過
稅
を
適
用 

す
る
の
で
あ
っ

.て
、而
し
て
此
超
過
税
は
控
除
法
れ
依
っ

.
て
も
、又
税
：率
其
も
の
の
移
泐
に
依 

つ
.
て
も
、之
を
累

.進
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る

°

.

.

.

:

パ#

等
の
* '

法

は
軍
獨
で
，
も

文

相

合

；し
.

て
：
も
、自
：由('

;

適
用
し
得
る
譯
で
あ
つ
で
、

a

に
英
國
の 

如

き

千

九

西

九

年

，ま
^

は.

控
除
法
ば
か

5 '

で
'

梁
進
税
の
.實
を
擧
げ
ょ
ぅ
と
し
て
居
つ
た
の
で 

あ
石
。、
斯
く
考
へ
た
な
ら
ば
減
泉
課
税
法
と
粱
進
軛
法
ミ
は
、必
す
し
も
絕
對
に
兩
立
し
_
い

ビ

稱
す
可

き

も
の
で

…

は
な
，ぃ

.
唯
；是
等
兩
法
を

.調
和
す
る
に
就
て
、多
少
の
エ
風
を
要
す
る
に
止

' 

:

.

.

.

.
、

. 

…

- 

■
, 

. 

.
1

★

る
：も
の
と
一
本
は
な
け
れ
ば
な
ふ
ぬ
。
瑰
に

.

.此
秦
は
英
國
：の：所
得
税
法
味
に
於
て
、年

'
來
の
' i 
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、

,

輝
で
-

ぁ
っ
た

.0

之
を
解
決

.
す
る
.爲

め

匕

組

織

土

れ

た

千

今

西

六

年

の

獨

查

委

員

會

に

於

て

も

•
,

大
趣
•

の
所
得
に

®

^

 

• 

就
て
、線

合

所

得

を

巾

*

さ
せ
て
、興
正
雄
を
得
る
の
は

.

、寧
實
因
難

f

あ
る

と

か
云
ふ
ょ
ぅ
な

/ x 

.

.

•

論
も

ぁ
つ

た
が
、結
局
委
員
：會
の
決
議
は
，

左

の

如
き

形
に
於
て
、纏
ま
り
た
，の

で
あ
る

0

.

.

.
1部
控
除
法
に
：

’

る
累
進
法
は
所
得
一
千
磅
か
、或
は
之
を
少
し
超
過
し
た
程
度
位
の
.も 

の
に
行
ひ

%

ら
れ
る

‘に
過
ぎ
な

5

。
蓋
し

一

部
控
除
法
私
は
^

金
下

^

の
手
續
が
仲
ぅ
の

.

：

•

で
あ
り
て
、前
者

,

懷
張
：さ
れ
れ
ば
、後

#

亦
繁
多
と
爲
ら
ざ
る

‘
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而 

.— 

.
L

て
委
员
會

は

源
泉
課
税
を
廢

JI
:
'し
て
、
1|
1

接
の
人
身
的
査
定
を
施
す

.
乙

と
を
以
つ
て

し
得
べ
き
も

0

と
考
へ
な
い

一
方
に
、
大
金
額
の
所
得
に
對

し
て

超
過

®

を
賦
課
す
る
、即
ち 

.

现
の
粗
稅
名
：邦
違

"
し
、又

^

を
補
助
す
る
第

一 .
1

の)

：所
得

桃
を

.

に
»

税
蒋
を
し

^

總
て
:0
.

源
：
*

か
ら
收

.得
す
，る
所
得
を
中
吿
ざ

4

る
方
法
を
採
.用
す
る
こ

と
は
、多
少
の
不
利
益
と
困
雛
と
は
あ
る
ど
し
て
も
、

W

ほ

實

行

に

値

す

る

も

の

と

考

•
、
る

の

' 

'

で
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'
る
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問
違
な
し
ギ
す
れ
ば
、源
衆
_
稞
法
の
廢
棄
は
國
庫
の
收
入
に 

4

S

千
海
還
上
の
減
損
を
生

#

‘し
吟

^ ̂

此
程
度
の
收
入
，減
損
を
塊
補
す
る

. 

.
に

は
、所
得
稅
率
を
，所
得
一
破
に
付
き
六
志

か

ら
、七
志
三

.
片
に
加
重
^
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

:0
. 

廉
莳

の
：納

税
溝
が
不
正
禮
な

m

m

声
の
所
業

R

對
す
る
塒

«

と
し
て
卓
々
■
率
に
五
分
の 

1

以
土

の

增
划
を
受

:̂
:.
^

も
の
で
あ
る
と
知
つ
た
な

&

ば
、彼
等
の

fs

懣
は
必
ず
邛
等
か
の

1

ミ

I

1

1

|
I
I

I

S

形
で
、其
：結
果
を
暴
露
：し
な
け
れ
ば
、&
ま
な
い
で

あ
，ら
う
。 

, 

班
に

此
問

題
に
關
し
；：て_

員
會
に
於
て
生
じ
た

議
論

中
、私
を
し
て
特
に
興
味
.を
持

^

た
の 

は
、參
考
人
の

1

人
f

f

、ノ 

ロ 

\

ド
、n

ッ
ク
ス
氏
が
源
泉

課

稅
法
を
利
相
し
て
、

»

銀
收
得
者 

に
も

所
得
视
の

負
擗
を
：及
ば
ネ
う
を
し

た

| 
.
事
；で
.
あ
る
。

'

(

即
，ち
厌
は

所
得

%

を
.一 .

般
.
R普
及 

じ
、何

人
も
公
民
權

を

求
す
る

'
以
上
は
、必
す

®

得
称
の
鈉
税
者
で
あ
る

.
ビ

去

ふ

狀

態

を

.
®
出 

し
"

一
方
に
.賃
銀
收
得

^

に
對

し
て
は
、事
：業
主
が
;彼
等
に
賃
鈒
を
支
挪
う
場
■合

k

、其
支
拂
，う
賃 

銀
の
内
>か
ら

所
^

®

に

こ

ど

-
に
し
.
た
な
ち
ぱ
、ァ
ダ
ム
、ス
ミ
ス

の 

^■

«

W

,原

M
, 

0

一.
.に'
. r
,

ふ
.
l

t®

は
納
税
者

.
•に
.取
.
っ
.
' て
、
最
も
.
便

利

で■あ
'

る
.! ®

期
k

、
又

最

も

便.
利
，
 

で
あ
る
方
法
で
挪
は

れ
可
ざ

も
の
；で
あ
る

」

ビ
云
ふ

個
條

M

適
合
す
る

.
も
.
の
ふ
し
考
へ
ら
れ
る
。
 

蓋
し

賃
銀

收
得
者
は

I

週
：間

^

摩
龈
克
其
週
間

0

生
活
を

.
律
す
.
る
次
第
で
あ
る
か
ら

4

.
日
9
 

如

く

1

年
四
同
比
較
的

®-
ま
ク
た
金
：暖
を
所
得
桃

2

し
て
、徵
散

S

れ
る
こ
、と

i

だ
し
く
不 

便
で
あ
る
ヒ

.
云
ふ
现
曲
を
述

^

た
の
で
あ
る
。：
所

#.
»

を
賃

^

稅
匕
：す
る
乙
と
が

JE

し
い
.か 

ど
.
う
か
：
.は
^

く
別
厢
題

. 

<
す
る
—

實
は

«

銀
>
額
9

高
く
爲

.
る
一
：方

.
に
生
計
最
小

〕

必
耍
额

.

0 

>

a

切
っ
て
切
上
げ
ら
，れ'な

い

結
果

ミ
し

て
、所
得

_

亦
賃
銀
稅
れ
.ら
ん
ミ

:(
.

ー
ク
っ

あ
る
、
而
し 

第十ア
^
'
. 

C
.

五
0

1

.
,

)

：
諭

®t
.

典國
.所得税法

•
.吹̂

じ
關
す
る
新
研
究
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H

0
 

イ
又
之
を
贤

0

稅
.た
も
し
め
教
，け

：

れ
ば
な
ら
ぬ
士
云
ふ
說
も
次
第

'
口
强
く
爲
つ
て
居
る
，の
で 

あ
る
。
例
へ
ば
千
九

_

十
_

.
年
十
.I

月
十
九

.日K

1

サ
1

、へ
ン

.
ダ
f

ソ
ン
氏
は

T

院
の
_
事 

に
於
て

「

勞
働
寧
階
級
を
遇
ず

'
:る
/
唯
一
の

「

公
取
な

.る
道
.
は
.
索
辑
賃
銀
稅
を

.賦
酿
す
る

<

の
で
あ
，つ
 

て
、他

t
u

大
藏
大

S

,
は
此
事
が
公

IEな
..

唯
：1

の
道
で
あ
る

^

Jii
.じ
'
る
!?
■
'
あ
ら

5
J
V
J

述
ベ
た
が
、フ
 

キ
リ
ッ
ブ
：

ノ

1

デ
ン
_氏
は
，千
九
百

+

八
年
五

'
月
十

.

m

日
の

_

事
に
於
て
、觅
に
露
骨
に
®
人 

に
し
て
二
國
の
政
策
を
支
配

^

る
に
：足
る
社

'#

の

1
.

大
區
劏
を
存
し
な
が
ら
、典

B

劃
を
し
て 

國
家
の
政
策
に
伸
う
財
政
上
の
負
擔
を

.
兔
：除
せ
し
め
る
ビ
し
た
な
ら
ば
、此

ft
a

一
圃
の
利
益 

に
取
つ
て

^

2
惡
を
及
ぼ
す
も
の
は
、他
ド
其
類
を
見

‘
な
.
い
で
あ
ら
う

」

ヒ
斷
言
し
た
。
锊
銀
に
ま 

で
■
廣
く
課
稅
を
及
ぼ
し
て
娇
得

■

法
.
を
厲
行
す
る
の
は
、政
策
上
に
於
て
、得
策
で
あ
る
か
ど
う 

，か
-
:は
.，姑
く
措
き
、賃
銀
に
課
稅
す
一
る
こ
年
が
正
し
く
又
課
稅
さ
れ
る
餘
裕
が
賃
銀
收
得
卷
に
存 

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、源
泉
課
稅
法
を
適
用
す
る
の
が
、最
も
簡
便
の

*

法
;'

で，あ
る
ふ

j

し
な 

けれ
ばな
らぬ
。

ノ
.

'
.
丨

:

」

:

脫
.

#
咚
止
問
：題

,

:

.
•'
. 

•

: 

英
吉
利
の
所
得
橄
は
世

.
界
に
於
け
，る
同
種
の
粗
稅
を
通
じ
て
脫
稅
の
行
は

'
れ
る
こ

w

の
最

I 

/ 

• 

- 

!

•

•

•

'
 

I 

I 

. 

•

.

 

-

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
:

■

-

,

- 

,

も
少
な

.

s
.
.

も
の
ビ
稱
さ
れ
る
が
、今
囘
の
，委
員
會
で
調

：

查
し
^

所
.
に
據
れ
ば
脫
被
の
方
法
は
種

.

.

.
*
 

.

.

.

.

.
 

.
 

.
 

‘
 

..：

....‘： 

’

‘ 

.々

0

方
•而
に
行
は
れ
て
、已
ま
な
い

«

難
會
は
世
間
，に
惡
影
響
を
及
ぼ
す
故
を
以
つ
て
、詳
細
の

脫
税
法
を
公

.

表
す
る
こ

•

ど
を
避
け
£
又
脱
税
の
金
額
も
相
當
の
數
字
に
上
る
ょ

ぺ̂

“

^

I

. 

.
'
1

K

ふ

之
;'
^

を̂

式
に
發
表

」

す

刑
罰
を
羅
酷
に
し
た
な
ら
：ば、爲
め
に

：

生
ず

.る
增
：收
味

 ̂

千

莴

破

，
に

達

す

る

，
で
あ 

ら

ぅ

ミ

證
'
言

し

产

程

の̂

第

で

あ

：cs、®

ic
1

:

0

.

®言
も
，
あ
つ'
た
。

■

.
元
來
脫
，稅
は
今

H

如
何

^

る

租
域

に

も

行
：̂
れ

る
弊
風
で

あ
る
が
、
^

れ

が

特

に

所
犸
眺

R

.、
 

著

し

い

の

；は
、所
得
_

の

-'
0

的
#

^

る
所

.i c

.

15
k

.

.

ら
.

れ
'他
人
を
：し
.
.
'
.
.て

之

を
窺
知
せ

..し
，め
る

を

許
さ
.
.
.
な

い

，
か

：
ら

で

あ

•

み
‘
.

納
晚

*

は
ttl

已

.
の 

.

所
得
に
"就

て
、

*

吿

i

す
る
.

が

、斯
く

^
吿
'さ

れ
た
所
得
を

耽
務
醫
で

査
定
す

5'
場
合
に
、證
|憑

と 

’ 

;

す
.

斧
^

^

も
の
は
部
し
分
的
：で
あ

5

、又
不
完
全
な
ら
：ざ
る
を
得
な
い
、»
&
#
も
亦
之
縈
知
る
の 

.

.

:

.

^

1

 

 ̂

V

,
 

5

 

^

 t
 

^

,

.

 

'ち

ざ

る

：
を
#

な
い
。
斯
ゐ
弊
風
，が
行
は
れ
れ
ば
、行
は

.
れ
.る
だ
け
®
鞞
を
負
徽
す
可
き
人
が
其

•

:

•,
:
.
第
十
3£

.怨

(

五
〇
三：
>::
:
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英
酸
所
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税
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改
革
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關
す
る

新
研
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法

改

革
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す

る

新

研

究
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三

六
.

'

::
:

::
:

;

當
^

の
公

1 £

は
之
.

を
實
現
す
る
を
得
な
い
の

.

で
あ
る

0

':
'

:

负
何
に
し
て
國

.

家
は
脱
视

.

の
*

風
：を

防

遏

す

可

き

も

の

で

あ

る

か

、此

問

題

は

敢

て

今

日

に 

.

.

//
'

ま

つ

充

も

，の

で

な

ぐ

PJ

0

力

ら

屢

々

議

論

^

れ
.

v

居
る
が
.

、近

年

英

惻

で

所

得

糖

の

稅

«

の 

B

l r

し

六

に

隨

つ

て

^

力
並
に
意
思
の
典
に

»

縣

で

あ

る

，納

税

者

の

間

に

行

は

れ

る

股

视

の 

.

甚
.

ナ
し
く

^

つ
た
0

:は
 

'

句
'

ぅ
.

可
力
.

ら
ざ
る
事
實
で
あ
つ
て
、遂
に
今
囘
の
委
員
會
の
議
に
も
上 

| 

• 

'

つ

：
た

も

の

。
ビ

思

.

は
れ
.

；る
.0

，此
；：

場
：合

に

私

が

感

嘆

し

た

こ

と

が

委

員

會

報 

一
 

.

.

.

即
•

ち

委

員

會

が

脫

；桃

.

防
遏
の
急
に
騵
ー
ら
れ
て
、國
民
經
濟
な
り
、財
政
な
り

£ >

根
#
に
大
な
る
損

德
を
敗
へ
て
は
な
ら
な
い
ビ
警
吿
^
た
點
で
あ
つ

て、其
耍
皆
を
引
抄
す
れ
ば
、左の
如
く
で
あ

へ

る
。

, 

:
 

' 

...
 

;
:
.

ぐ
：

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

•
 

; 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 

*
 

..

脫

桃

に

對

し

，て
は
、之

|:

取

締

る

爲

め

ヒ

種

令

の

點

に

於

て

バ

打

政

上

‘の

權

能

を

强

大

に

し 

な
.

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

.

然
し
此
點
に
關

.

じ
て
、吾
人
以
ニ
ッ
の

’

危
險
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら

。̂

.

.

.

.

.

.

」

ヵ
に
從
來
經
驗
の
敎

-

る
所
に
據
る

^

、桃

^

の
成
功
を
保
證
す

「
る
.

に
は
、公
衆
が
法
侓
は

.

公
平
に
、又
確
货
に
施
行

0

れ
.

て
®

り
、脫
檢
や

#

欺
ば
防
過
さ

^

る
^

营

、其
發
見
さ
れ
る

.

V
 

.
'.
.

. 

.
 

.

.

.

. 

.
-
.

毎

に

、
所
f

れ
る
と
云

■ふ
僮
念
を
持
ち
、他
の
一
方
に
行
政

'
上
の
方
式
や
、行
爲
を
如
何
に
嚴 

.直
に
す
る

乙

ビ
が
必
耍
：で
.あ
る

k

し
て

も

、逄
業

.に
妨
害
を

^

へ
た
り
、律
業
者
を
憤
ら
し
'た 

:

&

、又
祖
稅
を
し
て
：充
分
の
收
入
を
國
庫
に

«?
^

し
め
る
に
必
®
な
國
民
の
好
虜
を
破
壤
し 

た
り
し
な
：い
ょ
ぅ

.
P

す
-る
こ
ビ

.が
'必
要
：で
あ
名

Q 

(

報
吿
書
第
六
菌

-

十
節

)

、脫
税
防
遇
ど
云
ぅ

S

、恰
も
檢
察
官
が
犯

'
罪
：人
に
對
す
る

•
ビ
同
樣
，の
嚴

.峻
極
ま
る
態
度
で
、之 

.に
臨
ま
ぅ
ビ
す

.る
0

:
が
：世
叫

1

*

の
風
で
あ
る
が
、嚴
峻
の
取
締
ゃ
、苛
酷
の
制
裁
が
祟
り
を
し 

て
、一

國
，の
稅
源
其

.
も
0

:
を
枯
渴
々
せ
れ
な
ら
ば
、誠
に
勞
し
て
益
な
き
こ
，ビ
ビ
せ
ざ
る
を
得
な 

い
。
然
し
な
が
ら
租

_

立

法

：を

極6

て
：偏
狹
の
立

.
脚
：地
か
ら

^

 

ビ
往
々
に
し
て
此
视 

の
弱
點
に
陷
る
こ
せ
を
免
か
れ
次
い
奚
國

‘，の
：委

員

食

が

右

の

報

吿

書
R

揭
げ
ら
れ
た
意
見
'を 

备

\
1

し
^

こ
と
は
、斯
る
流
：風

1;

對

.1
>

て
、奸
個
の
敎

.
訓
を
與
へ
た
‘
の
と
す
可
き
で
あ
ら

5

0
 

然
ら
ば
委
員
曾
：

.は
脱
桃
防
®

要
ど
し
た

か
。

.

先

づ
脫

桃
の
最 

も
多
く
行
は
れ
る
ミ
稱
せ
ら
れ
る
ス
ヶ
ヂ
ユ

1

ダ
D

の
所
得
に
就
て
は
、其
査
寧
に
就
て
、左
の 

如
き
方

.
法
の

®

行
を
必
要
ビ
し
亿

；。

丨

(

、i

必
要
に
臨
ん
で
は

、
»

_

老
は
帳
簿
を
備
へ
て
居
る
や

：

否
や
、帳
簿
は
監
査
を
受
け
た
も

:
笫

十3£
卷

：
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(

:/
/
.
〇

五

)

.
論

0

英

_
所
得
稅
.
法

吹

璀

に

關

マ

る

新

研

究 
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V

や
否
や
、受
け
芦
ビ
す
れ
ば
、何
人
に
.依
つ
て
爲
さ
れ
作
か
を
吿
知
す
る
發
務
を
孝
ぅ

-I 

■ 

、
-

m

:

 

,

 

‘

;

:-
^

 

:
 

'
 

.
-

一
 

‘
:.
b

)

ス
ヶ
.f

ユ
ー

グ
0

の
申
吿
に
就
て
は
、如
何
.
に

し

て
_

舞

し

た

所

撙

金

额

が

箅

出
3

れ

I 

y 

,

v

 

.

2

:
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